湖北福祉圏域における就労選択支援サービスの指定等に係る評価会議についての実施要領

（1） 趣旨 
就労選択支援サービスは、障害者の就労に関する選択肢の拡大と、適切な就労移行支援への橋渡しを目的として、令和7年10月より実施される新たな障害福祉サービスである。湖北福祉圏域において本サービスの質の確保と地域に開かれた運営を図るため、長浜米原しょうがい者自立支援協議会（以下「協議会」という）において評価会議を設置し、サービス提供体制や運営方針に関する評価・助言を行う。 
 
（2） 対象 
 　就労選択支援サービスの新規指定を受けようとする事業者（および、指定後に定期的な評価を受ける必要がある事業者。）
 
（3） 評価の位置づけ 
 　本評価会議は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、協議会において行う運営方針や活動内容等の評価である。就労選択支援サービスの指定申請にあたり、協議会の評価結果を添付し、都道府県に提出することが必要とされている。

 	 
（4） 開催時期 
・開催時期：協議会運営委員会定例会議後（偶数月第3水曜日）
・評価内容：運営方針、体制整備、関係機関連携等
・対象：新規指定申請前の事業者 
 
（5） 会議の構成
　　以下の委員で構成される。必要に応じて関係機関の追加参加を求める。 
 　 ・協議会会長
・副会長
・協議会専門部会代表（ステップアップ推進班代表）
・長浜市、米原市の障害福祉担当課
・長浜保健所
・両市社会福祉協議会
・基幹相談支援センター
・障害当事者
・地域生活支援拠点コーディネーター
・ハローワーク
・働き・暮らし応援センター
・長浜養護学校、長浜北星高等養護学校
・その他関係機関

（6） 評価会議の流れ
1 事業者は、事業所の新規設置予定地域を管轄している市担当課（長浜市しょうがい福祉課・米　　　原市障がい福祉課）へ、新規申請の事前相談に行きます。
②	行政担当課は、事業者へ指定までの手順（評価会議）について説明し、自立支援協議会事務局へ問い合わせるようにお伝えします。
2 事業者は、協議会事務局から「評価依頼書（様式１号）」「確認書（様式２号）」および「事業計画シート（別紙１）」を受け取り、評価依頼書提出期限（下記参照）までに自立支援協議会へ提出します。
④	自立支援協議会事務局は、提出された書類を確認し不備がなければ評価会議開催日を決定し、事業者へ通知します。
⑤	評価会議は、自立支援協議会の運営委員会後等に開催され、事業者は運営方針等を説明し、委員からの助言・評価を受けます。
⑥　　会議開催後、おおむね4週間以内に会議録が事業者に送付されます。


（7） 評価の視点（主な確認事項）
・サービスの趣旨・目的の理解
・必要な職員体制と研修計画
・就労アセスメントの手法と共有体制
・計画相談支援事業所との連携状況
・地域資源との協働（就労支援機関、医療、教育等）
・利用者本人・家族への説明と同意プロセスの確保
・地域自立支援協議会への積極的関与

（8） その他
　・会議録等の公表や、評価結果の可視化についても積極的に取り組むこと。








令和7年9月
長浜米原しょうがい者自立支援協議会
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